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審議経過について 
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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 
健康保険法等の一部を改正する法律 審議経過等 

・閣議決定               平成31年２月15日（金） 

・国会提出                   ２月15日（金） 

 

１．衆議院 

・委員会付託（厚労委）             ３月18日（月） 

・提案理由説明                 ３月19日（火） 

・質疑①                    ３月27日（水） 

・質疑②                    ４月３日（水） 

・質疑③                    ４月10日（水） 

・採決（厚労委）                ４月12日（金） ＊附帯決議 

・議了（本会議）                ４月16日（火） 

    

２．参議院 

・委員会付託（厚労委）             ４月24日（水） 

・趣旨説明                   ４月25日（木） 

・質疑①                令和元年５月７日（火） 

・質疑②                    ５月９日（木） 

・採決（厚労委）                ５月14日（火） ＊附帯決議 

・議了（本会議）                ５月15日（水） 

 

３．公布 

・公布日                    ５月22日（木） 21



オンライン資格確認の導入について 
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○ オンライン資格確認については、未来投資戦略2018で、本格運用を2020年度に開始することとされている。また、導

入にあたっては、各保険者が発行している被保険者番号を個人単位化し、個人単位で資格情報等のデータを一元管

理することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることとされている。 

 

○ 上記を踏まえ、今通常国会で成立した健康保険法等の改正により、 

  ① 医療機関等を受診する場合の被保険者資格の確認について、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を

導入する。 

  ② 国、保険者や保険医療機関等の関係者は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認等の手続きの電子化

により、医療保険事務が円滑に実施されるよう、協力するものとする。 

  と位置づけられた。 

○未来投資戦略2018（2018年6月15日閣議決定）  （抄） 

第２ 具体的施策 （３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）個人にあった健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活用の推進 

 ①オンライン資格確認の仕組み 

 ・ 医療保険の被保険者番号を個人単位化し、マイナンバー制度のインフラを活用して、転職・退職等により加入する保険者が

変わっても個人単位で資格情報等のデータを一元管理することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オン

ライン資格確認」の本格運用を平成32年度に開始する。 

 １．オンライン資格確認の導入 
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＜現状と課題＞ 

○ 保険者における加入者の資格管理は、「世帯単位」となっている。また、保険者毎に被保険者番号を発行しており、

加入者が保険者を異動した場合、新しい保険者には資格情報が引き継がれず、資格情報の一元的な管理が行われ

ていない。 

○ 退職等により資格を喪失したにも関わらず、保険証を使用して医療機関等を受診した場合、資格喪失後受診が発生

し、保険者の無駄なコストが生じている。 

○ 加入者は医療機関等を受診する際、保険証に加え、限度額認定証や高齢受給者証など複数の証類を提示する必

要がある。 

 

＜施策の方向性＞ 

① 保険者を異動しても、資格情報の引継ぎを容易にするため、被保険者番号を個人単位化し、個別の保険者に代

わってオンライン資格確認システム（支払基金・国保中央会に構築）によって資格情報の履歴を一元的に管理 

  【現在発行済の保険証は継続利用。令和３年４月以降、新規発行の保険証に個人単位番号印字】 

② 医療機関等は、マイナンバーカード又は保険証をもとにオンライン資格確認システムを利用して資格情報を確認。

その後、審査支払機関においても、当該システムを利用して資格情報を確認（資格喪失後受診の場合は、審査支払

機関が正しい保険者に請求） 

  【マイナンバーカードによる資格確認は令和３年３月、保険証による資格確認は令和３年５月、審査支払機関による

レセプト振替は令和３年10月からを想定】 

③ 各保険者の加入者情報（保険証情報、限度額適用認定証情報や高齢受給者証情報等）をオンライン資格確認シス

テムへ集約し、保険者が発行している各種証類の発行を軽減することで、加入者の利便性が向上 

  【開始時期は、②と同様を想定】 

 

 
 
 
 
 
 

  

 ２．協会におけるオンライン資格確認の実施 
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  協会は、現状の記号（事業所単位で８桁）＋番号（世帯単位で７桁）に加え、システム内部で管理している２桁の個

人単位番号を使用する。 

  協会は、被保険者番号を個人単位化した上で、資格情報をオンライン資格確認システムに登録し、支払基金等が

資格情報の履歴を一元的に管理する。 

  保険証の差し替えコストを抑制するため、現在発行済の保険証は利用を継続し、新規発行の保険証から２桁の個

人単位番号の印字を行う。２桁の個人単位番号が印字された保険証を発行する時期は、令和２年10月から令和３年

４月までの間を想定している。 

  将来、マイナンバーカードが普及し、マイナンバーカードを保険証として利用可能になる医療機関が十分拡大した

場合、保険証の発行に係るコストが削減される可能性がある。 

 ３．協会業務への影響等について 

① 被保険者番号の個人単位化とオンライン資格確認システムによる資格情報の管理 

【保険証イメージ】 
健 康 保 険 
被保険者証 

本人（被保険者） 00111 

平成○年○月○日交付 

記号 21700023 番号  21 

氏名 

生年月日 

性別 

資格取得年月日 

ｷﾖｳｶｲ ﾊﾅｺ 

事業所名称 

昭和 ○年 ○月 ○日 

平成 ○年 ○月 ○日 

保険者番号 

保険者名称 

○○  株式会社 

全国健康保険協会  ○○ 支部 

協会 花子 

女 

保険者所在地 ○○市○○区○○町○－○－○ 
印 

0  0  1  0  0  1  1  1  

健 康 保 険 
被保険者証 

本人（被保険者） 

平成○年○月○日交付 

記号 21700023 番号     21       枝番 00 

氏名 

性別 

資格取得年月日 

ｷﾖｳｶｲ ﾊﾅｺ 

保険者名称 全国健康保険協会  ○○ 支部 印 

0  0  0  
事業所名称 

保険者番号 

保険者所在地 ○○市○○区○○町○－○－○ 

生年月日 

協会 花子 
昭和 ○年 ○月 ○日 
女 
平成 ○年 ○月 ○日 

○○  株式会社 

1  1  0  1  1  

※保険証の仕様は、厚労省と調整の上決定する。 
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  医療機関・薬局では、加入者（患者）が提示したマイナンバーカード又は保険証をもとに資格情報を確認する。 

  審査支払機関では、レセプトの請求時点で改めてオンライン資格確認システムを利用して資格情報を確認し、正し

い資格情報を用いて保険者にレセプトを請求することにより、保険者や医療機関等の資格過誤に係る事務コストを

軽減できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、この仕組の導入後においても、資格喪失後受診の発生を防止するために、保険証の回収は引き続き必要で

ある。併せて、この仕組の適切な運用に向けて、資格異動に係る届出の速やかな提出が重要となる。このため、加

入者・事業主へ退職時における保険証の返納・回収について周知するとともに、厚労省を通じて、年金機構における

速やかな資格取得届・資格喪失届の入力処理の徹底や加入者のマイナンバー収集に向けた対応を促す。 

 ３．協会業務への影響等について 

② オンライン資格確認システムを利用した資格情報の確認 

【資格確認による請求先保険者の確定方法イメージ】 
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  各保険者の加入者情報をオンライン資格確認システムへ集約し、保険者が発行している各種証類の発行を軽減す

ることで、加入者の利便性が向上する。具体的には以下の通り。 

 【保険証】 

  ・ 将来、マイナンバーカードが普及し、マイナンバーカードを保険証として利用可能になる医療機関が十分拡大した

場合、発行枚数の削減が見込まれる。  

 【限度額適用認定証】 

  ・ 加入者からの申請に依らず、標準報酬月額を基に、予めオンライン資格確認システムに適用区分を登録する。  

  ・ 開始時点からオンライン資格確認の導入が見込まれる病院（※）での利用が一般的であることから、一定程度の

発行枚数の削減が見込まれる。 

 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 

  ・ 低所得等の区分は、標準報酬月額だけでは認定できないことから、引き続き加入者からの申請により認定を行

い、証の交付を行う。 

 【高齢受給者証】 

  ・ 病院に限らず、オンライン資格確認の導入までに一定の時間を要することが見込まれる診療所や歯科(※)でも利

用されることから、当面は証の発行業務が継続することが想定される。   

  ※ オンライン資格確認は、既存のオンライン請求のインフラを活用して、仕組を構築することを想定している。 
     オンライン化の普及率（平成30年9月診療分）：医科病院⇒97％、医科診療所⇒64％、歯科⇒16％、薬局⇒97％ 

 【各種証類の発行枚数（平成30年度実績）】 

 ３．協会業務への影響等について 

③ 各種証類の発行業務の軽減 

保険証 限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証 高齢受給者証 

9,513,831枚 1,613,905枚 41,531枚 509,911枚 27


